
D.Maps

Cya
D.Maps

Maz
D.Maps

Yell
D.Maps

Blk

天咬

Cya D.Maps

Maz D.Maps

Yell D.Maps

Blk D.Maps

関西線

近
鉄
大
阪
線

近鉄奈良線

お
お
さ
か
東
線

淀屋橋

天神橋筋六丁目

谷町四丁目

谷町九丁目
難波

大国町

恵美須町

天王寺

天下茶屋

住吉公園

住之江公園

動
物
園
前

天王寺
駅前

門真市

井高野

大日

門真南

中之島

京
阪
中之
島線

阪
神
な
ん
ば
線

Ｊ
Ｒ
東
西
線

阪神本線

東海道線

福
知
山
線

阪
急
宝
塚
線

北
大
阪
急
行

　
　南
北
線

阪
急
千
里
線

阪
急
京
都
線

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
線

山
陽
新
幹
線

阪急神戸線

東
海
道
線

東
海
道
新
幹
線

京
阪
本
線

片
町
線

近
鉄
南
大
阪
線

阪
和
線

阪
堺
上
町
線

阪
堺
線

南
海
本
線

南
海
高
野
線

ニュートラム

桜
島
線

大
阪
環
状
線

阪急電鉄京都線・千里線（事業中）

堂島二丁目

なにわ筋線（事業中）
夢洲

森ノ宮

高麗橋一丁目

防火地域および準防火地域/特定街区
Fire Protection Zone and Quasi-Fire Protection Zone／Specified Block

防火地域
Fire Protection
Zone

鉄軌道・道路の高架工作物内の建築物の敷地は防火地域
Fire Protection Zone(beneath elevated railway and road structure)

特定街区
Specified Block

準防火地域
Quasi-Fire
Protection Zone

道路境界から奥行11mの区域は防火地域
Fire Protection Zone(both roadsides within 11m)

駐車場整備地区
Zone to be Provided Parking Places

駐車場整備地区
Zone to be Provided
Parking Places

周辺地区
Surrounding
District

商業地域
Commercial
District

近隣商業地域
Neighborhood
Commercial District

鉄　道
Railways

Osaka Metro (Subway・New Tram)

連続立体交差化区間
Section of Continuous
Grade Separation

私鉄
Private Railways

同（工事中等）
(Under 
construction)

同（工事中等）
(Under construction)

市街地開発事業
Urban Development Projects

行政庁・地方公共団体等施行（　　  港湾地帯）
Land Readjustment by Governor,
Local Government, etc.

(Litoral Area)
〈土地区画整理事業〉

Land Readjustment
Projects

〈市街地再開発事業〉
Urban Redevelopment
Projects

個人・組合・会社施行
Land Readjustment
by A Few Individuals or Partnerships
or Corporations

地方公共団体施行
Urban Redevelopment
by Local Government

組合・個人施行
Urban Redevelopment by
Partnerchips
or A Few Individuals

市街地改造
Urban
Redevelopment

防災建築街区造成
Disaster Prevention
District Development

大阪メトロ（地下鉄・ニュートラム）

　用途地域は、都市計画の基本となるもので、都市計画
法と建築基準法によって様々な建築活動を誘導・規制する
ことにより、土地利用の方向づけを行っていくものです。
　私たちの町の生活環境を向上させ、住みよい町をつく
るためには、お互いにある一定のルールを守る必要があり
ます。これらのルールには、建物の用途制限のほか、建物
の規模を制限する容積率、また、日照・通風を確保する高さ
制限や建蔽率などの制限がありますので、新たに建築や
改築をしようとするときは、あらかじめこれらの制限内容
を知っておくことが大切です。

　現在の都市計画法は、健康で文化的な都市生活及び機
能的な都市活動を確保すること、そのためには、適正な制
限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基
本理念として定め、昭和44年6月14日に施行されました。
　都市の中では、多くの人々が様々な目的を持って都市
生活を営んでいます。都市がその限られた空間の中で、バ
ランスよく発展していくためには、秩序ある計画的なまち
づくりが必要であり、都市計画により適正な制限のもとに
土地の合理的な利用を図っています。

　都市計画のいろいろな種類のうち、主なものを次にま
とめました。

　市街地における建築物ならびにその集団の防火・防災
を図るため、建築物の規模に応じて耐火や防火上必要な
建物の構造やその他の規定を定めています。

　地区計画は、地区ごとのきめ細やかなまちづくりをおこ
ない、良好な市街地環境を創出するため、ベースの用途地
域等による一般的な規制に加えて、道路・公園などの施設
の配置や建築物の用途や形態に関する制限などを詳しく
定めています。

　道路は、交通施設として鉄道とともに都市活動の骨
組みとなるものであり、公園・緑地とともにオープン・ス
ペースとしての役割も果たします。また、防災、都市景観
形成など多目的空間として利用されるため、適正な水準
と機能を維持することが最も重要になります。
　道路については、自動車専用道路（いわゆる高速道
路）・幹線街路・区画街路・特殊街路などに分けて立案さ
れています。
　幹線街路は歴史的な背景もあって御堂筋、中央大通り
（築港深江線）を中心に、都心部でほぼ500メートル、周
辺部でほぼ1キロメートルごとに縦横に張り巡らされ、高
速道路は都心部にリングを設け、放射状道路をそれに連
結するよう計画されています。
　特殊街路には、人と自転車が安全に通行できる生活道
路としての歩行者・自転車専用道などがあります。

　鉄道は、都市における大量輸送機関として最も効率
の高いもので、発展を続ける都市にとってさらに整備充
実が期待されています。
　平成16年10月の近畿地方交通審議会において、中長
期的な視点から鉄道ネットワークの将来展望を示した
「近畿圏における望ましい交通のあり方について」（答
申第8号）が答申されており、本市としても広く都市圏
総合交通体系の最重点施策として、今後も積極的に計
画を進めていくこととしています。

　本市は、自然環境にあまり恵まれていない一方、花や
緑に対する市民のニーズは高く、身近にみどりを感じる
ことのできる環境づくりが求められています。
　公園・緑地は、こうしたニーズに合致し、都会に暮らす住
民に、生活における憩いとうるおいを与えるだけではなく、
防災時の避難場所としても欠くことのできない施設である
ことから、ひきつづき、整備を推進することとしています。

　駐車需要に対処し、道路交通の円滑化を図るため、駐
車場整備地区を指定し、一定規模をこえる建築物を建築
等する場合は、商業地域、近隣商業地域と同じ基準で、
駐車施設の設置を義務づける条例を定めています。

また、駐車場整備地区内を中心に都市計画自動車駐車
場を10箇所計画し、供用を行っています。

　土地区画整理事業は、戦前の組合施行の事業や戦後
の戦災復興事業など、本市の市街地整備に大きな役割
を果たしてきました。その後も、周辺部の都市基盤整備
が進められ、現在、淡路駅周辺地区や三国東地区、大阪
駅北大深西地区などで事業が実施されています。
　市街地再開発事業は、その前身の市街地改造事業と
して大阪駅前地区などで完了しており、市街地再開発
事業に移行後、茶屋町東地区などで完了し、現在、淀屋
橋駅西地区で事業が実施されています。

都市計画に関するお問い合わせは
大阪市計画調整局 計画部都市計画課

〠530-8201　北区中之島1－3－20
　　　　　　　大阪市役所7階
☎(06)6208－7872(公園･駐車場)
　　　6208－7882(用途地域)
　　　6208－7848(計画道路)
※都市計画の内容については、(住宅地図等をお持

ちのうえ)本庁舎7階･都市計画コーナーに備えて
ある2500分の1縦覧図面で必ず確認して下さい。
(自由にご覧頂けます。)
参考資料としてホームページ（マップナビおおさか）
からもご覧いただけます。

http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/

大阪市における都市計画決定の手続き
（1）都道府県が定める都市計画〔都市計画区域の指定又は変更など〕

市　　の

意見聴取

都市計画

案の作成

公聴会等

告　　示
公告及び

案の縦覧

意見書の

提　　出

府
都市計画
審議会

国土交通
大臣の
同　　意

※

法18①

法17①法18①法18③法20

法16①法17②

（2－1）指定都市が定める都市計画〔都市再開発方針等、都道府県道、土地区画整理事業（国・都道府県施行で面積50ha超）など〕

　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再生特別地区、国際戦略港湾にかかる臨港地区、高速自動車国道、
　一般国道、阪神高速道路、都市高速鉄道、一団地の官公庁施設、一団地の官公庁施設の予定区域

市
長
意
見
回
答

※市都市計画審議会
　委員（市会議員３人）
　を臨時委員に任命
　（規約５②）

都市計画

案の作成

公聴会等

告　　示
公告及び

案の縦覧

市長への

意見聴取

意見書

の提出

府
都市計画
審議会※

国土交通
大臣の
同　　意

法17①、規約3④法19①、規約3⑥法87の2④、規約3⑦法20、規約3⑧

法16①、
規約3②

法17②
知事の

意　見

法87の2⑥、規約3⑦

規約3⑤ 規約3③

（2－2）指定都市が定める都市計画（府に事務委託するもの）

都市計画

案の作成

公聴会等

告　　示
公告及び

案の縦覧

意見書の

提　出

市
都市計画
審議会

法17①法19①法19③法20

法16①法17②

知事との

協　　議

（3）市町村が定める都市計画〔用途地域、防火地域・準防火地域、生産緑地地区、駐車場、地区計画など〕

都市計画

案の作成

公聴会等

告　　示
公告及び

案の縦覧

知事との

協　　議

意見書の

提　出

市
都市計画
審議会

市都市計画
審議会の
意見聴取

法17①法19①法19③法20

法16①法17②

※国の利害に重大な関係がある、
　政令で定める都市計画の決定に限る。

用途地域

鉄　道

公園・緑地

駐車場整備地区

市街地開発

防火地域および準防火地域

地区計画

道　路

（注）法は「都市計画法」、規約は「広域的な観点からのまちづくり等に
係る都市計画に関する事務の委託に関する規約」を示す。
数字と○内数字は、法または規約の条数と項数を示す。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
●都市計画区域…………………(表示区域)22,534ha
●市街化区域…………………………………21,145ha
●市街化調整区域…………………(表示区域)1,389ha
地域地区
●用途地域……………………………………21,145ha

第1種中高層住居専用地域＝359ha　第2種中高層
住居専用地域＝2,045ha　第1種住居地域＝
5,271ha　第2種住居地域＝1,201ha　準住居地
域＝350ha　近隣商業地域＝579ha　商業地域＝
3,795ha　準工業地域＝4,624ha　工業地域＝
922ha　工業専用地域＝1,999ha

●特別用途地区…………………………4区分　552ha
中高層階住居専用地区（第1種）＝195ha
中高層階住居専用地区（第2種）＝167ha
工業保全地区＝47ha
国際観光地区＝143ha

●高度地区………………………………2区分　196ha
最低限第1種＝21ha　最低限第2種＝175ha

●高度利用地区………………………16ヵ所　40.6ha
●特定街区……………………………10ヵ所　12.77ha
●都市再生特別地区…………………24地区　55.1ha

心斎橋筋一丁目＝1.2ha　淀屋橋＝0.8ha　梅田二丁目
＝0.6ha　角田町＝2.4ha　大阪駅＝8.0ha　西本町一
丁目＝0.7ha　本町三丁目南＝0.5ha　小松原町＝
0.7ha　阿倍野筋一丁目＝2.3ha　大阪駅北＝5.5ha　
中之島四つ橋筋＝2.2ha　大阪駅西＝1.4ha　難波五丁
目＝4.5ha　今橋三丁目＝0.8ha　大深町＝2.0ha　梅
田一丁目＝3.8ha　伏見町三丁目＝0.7ha　淀屋橋駅西
地区＝1.7ha　淀屋橋駅東＝0.5ha　うめきた2期中央＝
12.0ha　堂島浜一丁目＝0.5ha　大手前一丁目＝0.5ha
　平野町四丁目＝1.3ha　梅田一丁目中央＝0.5ha

●防火地域および準防火地域………………18,270ha
防火地域＝2,326ha　準防火地域＝15,944ha

●風致地区……………………………6地区　366.7ha
●駐車場整備地区……………………………2,553ha
●臨港地区……………………………………1,978.7ha
●特別緑地保全地区……………………1ヵ所　0.5ha
●生産緑地地区……………………447地区　61.04ha
都市施設
●道　路…………………………212路線　622.81km

自動車専用道路(高速道路)＝12路線 101.79km
幹線街路＝124路線 438.2km　区画街路＝49路線 
40.28km　特殊街路(歩行者専用道路他)＝27路線 
42.54km

●都市高速鉄道…………………25路線　216.37km
●駐車場……………………………42ヵ所　14.35ha

自動車駐車場＝10ヵ所　12.06ha(3,828台)
自転車駐車場＝32ヵ所　2.29ha(18,280台)

●自動車ターミナル……………………1ヵ所　0.9ha
湊町バスターミナル

●交通広場………………………………5ヵ所　4.0ha
大阪北口広場　大阪駅北広場　大阪駅南広場　大
阪駅西広場　大阪西口広場

●通　路…………………………………4ヵ所　470m
大阪駅南北通路　大阪駅南口東通路　大阪駅南口
西通路　大阪駅北口西通路

●公　園…………………………731ヵ所　796.15ha
街区＝613ヵ所 173.55ha 近隣＝75ヵ所 109.7ha
地区公園等＝43ヵ所 512.9ha

●緑　地………………………………8ヵ所　707.4ha
鶴見　服部　久宝寺　大泉　淀川河川公園
正蓮寺川公園　矢倉　蒲生

●墓　園………………………………3ヵ所　58.57ha
服部＝21.28ha 瓜破＝35.35ha 加美＝1.94ha

●下水道………………………15処理区　19,716ha
●ごみ焼却場………………………7工場　23.96ha

大和田　鶴見　八尾　平野　東淀　

住之江　舞洲
●ごみ運搬用管路…………………………1ヵ所　4,140m

南港ポートタウン
●河　川……………………………………6線　34.24km
●運　河……………………………………14線 35.93km
●市　場……………………………………4ヵ所 38.99ha
●と畜場……………………………………1ヵ所　10.0ha
●火葬場……………………………………3ヵ所　1.47ha
●一団地の住宅施設………………………3ヵ所　43.4ha
市街地開発事業
●土地区画整理事業…………………22地区　4,669.1ha

戦災復興(港湾地帯を含む)＝3,518.8ha　下新庄＝
11.0ha　豊里＝126.0ha　新大阪駅周辺＝288.0ha　
第2阪神国道西淀川＝60.7ha　豊里西＝46.6ha　西
加賀屋＝10.0ha　長吉瓜破＝140.4ha　北島＝
89.0ha　東淀川東部第1＝27.2ha　西梅田＝9.2ha
　三国駅周辺＝6.5ha　茨田北＝19.9ha　加島＝
10.0ha　長吉東部＝44.9ha　岩崎橋＝19.0ha　放
出駅周辺＝9.8ha淡路駅周辺＝8.9ha　此花西部臨海
＝156.2ha三国東＝39.1ha　大阪駅北大深東＝
8.6ha　大阪駅北大深西＝19.3ha

●市街地改造事業…………………………2地区　7.6ha
大阪駅前＝6.0ha　谷町＝1.6ha

●市街地再開発事業……………………11地区　35.4ha
阿倍野＝28.0ha 上六＝1.2ha 天神橋七丁目＝0.3ha
上本町駅前＝0.5ha　菅原町＝0.8ha　池田町＝0.7ha
　茶屋町東＝0.7ha　茶屋町西＝0.7ha　放出駅前＝
0.2ha　淀屋橋駅西＝1.7ha　茶屋町B-2・B-3＝0.6ha

地区計画等
●地区計画……………………………34地区　549.85ha

三国駅周辺＝6.1ha　岩崎橋＝27.1ha　西野田中津
線沿道＝8.0ha　加島地域駅周辺＝9.7ha　放出駅周
辺＝8.9ha　長吉東部＝46.1ha　舞洲＝141.3ha　北
野都島線沿道＝5.5ha　南市岡三丁目＝2.4ha　淡路
駅周辺＝8.4ha　鶴見一丁目＝3.6ha　大淀南二丁目
＝2.6ha　南堀江一丁目＝1.6ha　島屋四丁目＝3.9ha
大阪駅北＝6.8ha　鶴浜＝40.1ha　平野郷＝81.9ha
大阪駅西＝1.4ha　三国東＝41.2ha　宗右衛門町＝
4.5ha　福駅前＝4.0ha　高麗橋＝0.5ha　大阪鉄道
管理局舎跡地＝2.2ha　御堂筋本町北＝21.0ha　御
堂筋本町南＝15.0ha　うめきた2期＝17.1ha　豊新
二丁目＝3.1ha　大手前＝0.8ha　長原駅前＝2.5ha
矢田南部＝6.1ha　中之島五丁目＝9.6ha　柴島＝
14.6ha　萩之茶屋一丁目＝1.25ha 北山町＝1.0ha　

●地区計画（再開発等促進区を定めるもの）……16地区 432.0ha
天満橋一丁目＝7.1ha　船場都心居住促進＝92.8ha
咲洲コスモスクエア＝110.2ha　西梅田＝10.2ha　湊
町＝14.3ha　福島五丁目＝1.0ha　此花西部臨海＝
156.2ha　難波＝12.7ha　大宮五丁目＝5.8ha　中
之島三丁目中央＝1.4ha　北浜一丁目＝0.9ha　神崎
川駅前＝2.8ha　新町一丁目＝1.0ha　茶屋町＝
2.3ha　森之宮北＝12.3ha　難波千日前＝1.0ha

都市計画決定一覧 令和８年２月28日現在

●表紙〈建物用途別現況図〉について
大阪市内にある建物の利用状況を、15の用途別に分類したものです。これをみれば市内の土地利用状況がひと目でわかります。

大阪市の都市計画

2025　　大阪市

CITY PLANNING OF OSAKA

防火地域および準防火地域/特定街区
Fire Protection Zone and Quasi-Fire Protection Zone／Specified Block

防火地域
Fire Protection
Zone

鉄軌道・道路の高架工作物内の建築物の敷地は防火地域
Fire Protection Zone(beneath elevated railway and road structure)

特定街区
Specified Block

準防火地域
Quasi-Fire
Protection Zone

道路境界から奥行11mの区域は防火地域
Fire Protection Zone(both roadsides within 11m)


